
特

例

法

案

に

つ

い

て

「

減

額

措

置

に

つ

い

て

は

、

厳

し

い

財

政

事

情

に

鑑

み

、

や

む

を

得

ず

行

っ

て

い

る

。

震

災

復

興

や

毎

年

発

生

す

る

災

害

復

旧

の

中

で

、

ユ

ニ

オ

ン

の

皆

さ

ん

が

、

自

ら

専

念

し

て

日

々

任

務

を

遂

行

し

て

い

る

こ

と

は

十

分

承

知

し

て

い

る

。

」

と

の

回

答

が

さ

れ

ま

し

た

。

こ

れ

に

対

し

て

、

各

支

部

代

表

か

ら

「

特

例

法

」

の

矛

盾

点

な

ど

を

追

求

す

る

中

で

、

総

務

相

が

給

与

関

係

閣

議

に

臨

む

姿

勢

と

し

て

「

特

例

減

額

措

置

は

、

立

法

趣

旨

と

し

て

二

年

間

の

期

限

付

き

で

あ

る

こ

と

。

（

本

年

の

人

事

院

の

報

告

に

お

い

て

、

平

成

二

六

年

四

月

以

降

の

国

家

公

務

員

の

給

与

に

つ

い

て

は

、

民

間

準

拠

に

よ

る

給

与

水

準

が

確

保

さ

れ

る

必

要

が

あ

る

と

指

摘

さ

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

）

人

事

院

勧

告

制

度

を

尊

重

す

る

政

府

の

基

本

姿

勢

に

立

っ

て

臨

む

」

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

ま

し

た

。

再

任

用

問

題

で

は

、

旧

建

設

省

の

職

場

で

フ

ル

タ

イ

ム

希

望

者

に

「

短

時

間

勤

務

し

か

採

用

で

き

な

い

」

な

ど

の

説

明

を

行

っ

て

い

る

こ

と

を

紹

介

し

た

と

こ

ろ

、

驚

き

を

隠

せ

ず

「

（

今

年

三

月

二

六

日

の

）

閣

議

決

定

は

、

フ

ル

タ

イ

ム

勤

務

が

基

本

、

た

だ

し

書

き

の

短

時

間

勤

務

は

例

外

で

あ

っ

て

、

そ

の

適

用

に

お

い

て

は

、

説

明

責

任

が

伴

う

」

と

閣

議

決

定

の

趣

旨

を

改

め

て

説

明

し

ま

し

た

。

こ

の

回

答

で

、

当

局

が

行

お

う

と

し

て

い

る

来

年

の

「

義

務

的

再

任

用

」

は

閣

議

決

定

違

反

で

有

り

、

不

当

で

あ

る

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

て

い

ま

す

。

当

局

は

、

直

ち

に

、

現

在

行

っ

て

い

る

「

再

任

用

の

作

業

」

を

、

閣

議

決

定

の

趣

旨

に

沿

っ

て

、

見

直

し

を

す

べ

き

で

す

。
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義務的再任用について

フルタイムが原則で短時間は例外
総務省交渉で明らか

特
例
法
の
取
り
扱
い

「二
年
の
期
限
付
き
と
い
う
立
法
趣
旨
、

人
勧
尊
重
の
政
府
の
基
本
姿
勢
」
に
立
っ
て

国

土

交

通

省

管

理

職

ユ

ニ

オ

ン

は

、

一

〇

月

一

五

日

総

務

省

と

「

再

任

用

問

題

」
「

特

例

法

関

係

」

に

つ

い

て

の

団

体

交

渉

を

実

施

し

ま

し

た

。

こ

の

団

体

交

渉

に

は

、

ユ

ニ

オ

ン

か

ら

河

野

委

員

長

他

一

六

名

が

、

総

務

省

か

ら

は

森

谷

給

与

第

一

担

当

参

事

官

補

佐

、

大

堀

公

務

員

高

齢

対

策

課

課

長

補

佐

、

竹

下

労

働

・

国

際

担

当

参

事

官

補

佐

他

２

名

が

参

加

し

ま

し

た

。

総
務
省
交
渉

速

報
【

対

応

す

る

総

務

省

】

↓

↑

【

追

求

す

る

ユ

ニ

オ

ン

】

当
局
は
閣
議
決
定
の
趣
旨
に
沿
っ
て

現
在
の
再
任
用
の
作
業
を
見
直
す
べ
き


